
令和３年留萌市教育委員会第５回定例会会議録 

 

 

１ 開 会 日 時   令和３年５月１９日（水）午後１時００分から 

 

２ 開 催 場 所   留萌市役所 第３・４号会議室 

 

３ 出 席 者   教   育   長   武 田 浩 一 

委       員   西 川 知 恵 

委       員   山 本   浩 

              委       員   室 本 直 俊 

 

４ 欠 席 者   委       員   松 村 香 里 

 

５ 出 席 事 務 局 職 員   教 育 部 長   遠 藤 秀 信 

              学 校 教 育 課 長   佐 伯 忠 昭 

生 涯 学 習 課 長   伯 谷 英 明 

子 育 て 支 援 課 長   真 鍋   磨 

              子ども発達支援センター長   松 下 高 広 

学校給食センター長   松 本   洋 

学校教育専門指導員   冨 田 正 夫 

              学校教育課庶務係長   二 木 栄 吉 

 

６ 傍   聴   者   なし 

 

７ 教育長の報告の要旨   別紙のとおり 

 

８ 議 事 日 程   別紙のとおり 

 

９ 議題及び議事の大要   別紙のとおり 



月　・　日 時　　間 場　　　　　所

4月23日（金） 13:00 3・4号会議室 令和3年度留萌市教育委員会第4回定例会

15:00 市長室 公明党市議団要望書提出

4月27日（火） 10:30 東分庁舎2階会議室 令和3年度第1回公立高等学校配置計画地域別検討協議会

14:30 市長室 留萌商工会議所青年部　寄付受理及び感謝状贈呈式

5月6日（木） 14:00 市長室 留萌高校　阿部校長来庁

5月10日(月） 15:00 特別会議室 臨時市町村教育委員会教育長・道立学校長会議

5月11日（火） 10:00 留萌市中央公民館

13:00 教育長室 旧北光中学校利活用打合せ

5月13日（木） 13:10 緑丘小学校

5月17日（月） 13:30 教育長室

16:30 東分庁舎2階会議室 臨時管内市町村教育委員会教育長・道立学校長会議

令和３年留萌市教育委員会第5回定例会　教育長業務報告

（　自　令和3年4月23日　～　至　令和3年5月18日　）

業　　　　　　　　　　務　　　　　　　　　　名

令和3年度留萌市あかしあ大学入学式

人権の花運動

2021年原水爆禁止国民平和大行進者来庁

 



令和３年留萌市教育委員会第５回定例会 議事日程 

 

日 程 事 件 番 号 事     件     名 結果 

１ 議案第１２号 
留萌市教職員住宅貸与規則の一部を改正する教

育委員会規則制定について 

原案 

可決 

２ 議案第１３号 留萌市いじめ防止基本方針について 
原案 

可決 

    

    

    

    

    

    

    

 



 

発言者 発言内容 

武田教育長 ただ今から、「令和３年留萌市教育委員会第５回定例会」

を開催いたします。 

本日、松村委員は欠席となっています。 

本日の議事署名委員は「西川委員」にお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

はじめに、教育長の業務報告になりますが、お手元に配布

しております資料に基づきまして、報告いたします。 

～ 業務報告 ～ 

只今の報告に対しまして、質疑等はございませんか。 

それでは議案審議に入ります。 

日程１、議案第１２号、「留萌市教職員住宅貸与規則の一

部を改正する教育委員会規則制定について」を議題といたし

ます。 

事務局からの説明を求めます。 

佐伯学校教育課長 日程１、議案第１２号、留萌市教職員住宅貸与規則の一部

を改正する教育委員会規則制定につきまして、提案理由をご

説明申し上げます。 

改正の内容といたしましては、貸付料の滞納があった場合

などに、明渡しに関する規定を追加するとともに、入居者の

建物の正常な状態の維持及び、同居者の承認などの規定の追

加を行うため、改正しようとするものでございます。 

以上、議案第１２号の説明とさせていただきますので、よ

ろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

武田教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

発言がなければ、議案第１２号は、このように決定させて

いただきます。 

続きまして、日程２、議案第１３号「留萌市いじめ防止基

本方針について」を議題といたします。 

事務局からの説明を求めます。 

佐伯学校教育課長 日程２、議案第１３号、留萌市いじめ防止基本方針につき

まして、提案理由をご説明申し上げます。 

本方針につきましては、いじめ防止対策推進法の規定に基

づき、「いじめの防止等のための基本的な方針」を定めるこ

とが望ましいとされ、留萌市においては、国や北海道の取り

組みを踏まえ、学校、家庭、地域、関係機関との連携により、

いじめ問題の対策を推進するために策定するものございま

す。 

なお、本方針につきましては、３月に開催された教育委員

会でご審議をいただき、その後、各小中学校への意見照会、



４月の校長会、教頭会で意見聴取を行いましたが、特段の意

見はなかったところでございます。 

以上、議案第１３号の説明とさせていただきますので、よ

ろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

武田教育長 質疑に入ります。 

只今の説明に対しまして、ご意見等はございませんか。 

発言がなければ、議案第１３号は、このように決定させて

いただきます。 

続きまして、事務局からの報告事項に入ります。 

それでは、事務局から報告をお願いします。 

～ 各課からの報告 ～ 

以上をもちまして、令和３年留萌市教育委員会第５回定例

会を閉会いたします。 

終了 午後１時２０分 

 

 

教 育 長    

 

署名委員    


